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配－１ 

教 育 委 員 会 資 料 

令和３年２月 25 日 

学校配置調整担当課 

志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の設置及び 

第１回検討会の開催状況について 

１ 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の設置 

 （１）設置目的 

魅力ある学校づくり協議会（志村小・志村四中）が教育委員会に提出した意見書をもとに、

志村小学校と志村第四中学校との小中一貫型の学校設置に向けた円滑な準備を計画的に行う

ため、「志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会」（以下「検討会」）を設置する。 

（２）検討会の役割 

検討会は、意見書をもとに、志村小学校と志村第四中学校との小中一貫型の学校設置に向

けた準備を計画的に行うため、次に掲げる項目を検討し、教育委員会事務局からの報告に対

し意見する。 

検討項目 調整項目 

① 通学区域・通学路に関する事項 

② 学校名に関する事項 

③ 校歌・校章に関する事項 

④ 跡地活用に関する意見 

⑤ ＰＴＡ組織に関する事項 

⑥ 学校の伝統や歴史の保存に関する事項 

① 学校行事、学校運営に関する事項 

② 学びのエリアの連携に関する事項 

③ 建設に関する事項 

 ※検討会の決定により、検討及び調整項目に事項を追加することができる。 

 （３）検討体制 

検討会は、志村小学校及び志村第四中学校の通学区域の地域関係者や学校関係者を中心に

構成する。検討会の役割のうち検討項目を集中的かつ円滑に検討するため、下記の事項につ

いては、検討会の下に検討会で審議するための案作成を担う作業部会を設置する。 

検討会の設置期間は令和５年度末までとし、短縮・延長する場合は検討会の議決をもって

決定する。 

 

【作業部会で検討する事項】 

① 通学区域・通学路に関する事項 

② 学校名に関する事項 

③ 校歌・校章に関する事項 

④ ＰＴＡ組織に関する事項 

 

※別紙１：検討会資料４「志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会 組織図」参照 
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２ 第１回検討会の開催状況 

 （１）検討会の内容等 

 令和３年２月４日（木）午後６時 15 分より、志村第四中学校にて第１回検討会を開催した。 

≪議題≫ 

１ 検討会の運営について 

 （１）検討会委員 

 （２）検討会会則 

 （３）検討会の運営 

 （４）会長の選出 

２ 会長あいさつ 

３ 説明事項 

 （１）協議会意見書の内容確認について 

 （２）検討会の検討スケジュール 

 （３）跡地活用に関する報告事項 

 

 （２）議事要旨 

≪議題≫ 

１ 検討会の運営について 

（１）検討会委員 

（２）検討会会則 

（３）検討会の運営 

（４）会長の選出 

２ 会長あいさつ 

３ 説明事項 

（１）協議会意見書の内容確認について 

（２）検討会の検討スケジュール 

会議資料のとおり、意見書の内容を確認し、学校整備までの大まかな検討ス

ケジュールを確認した。 

※別紙２：検討会資料６「志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の検討スケジュール」 

（３）跡地活用に関する報告事項 

志村小学校用地として借りている 4,212.69 ㎡の土地については、令和２年

12 月にいただいた地権者からの返還要望を受けて、区として借地返還について

地権者との調整を開始すること等を報告した。 

※別紙３：検討会資料７「志村小学校移転後の現校地跡利用に関する報告事項」 
 

 

３ 次回検討会の予定 

４月下旬を目途に開催を予定しており、３月中旬に調整のうえ、検討会の開催を周知する。 

 

委員、会則、運営について会議資料のとおり決定し、会

長には教育委員会事務局次長を選出した。 



別紙１：検討会資料４ 

志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会 組織図 
 

志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会 

●構成（委員数 23 名程度）                       ●役割 

 選出元 人数  （１）検討項目 

① 通学区域・通学路に関する事項 

② 学校名に関する事項 

③ 校歌・校章に関する事項 

④ 跡地活用に関する意見 

⑤ ＰＴＡ組織に関する事項 

⑥ 学校の伝統や歴史の保存に関する事項 

（２）調整項目 

① 学校行事、学校運営に関する事項 

② 学びのエリアの連携に関する事項 

③ 建設に関する事項 

※上記以外に、検討会の決定により検討及び調整項目に事

項を追加することが出来る。 

検討会会長 教育委員会事務局次長 １名  

協議会会長 井上会長（下記と併任可） １名  

地域関係者 町会・自治会、青少年健全育成地区委員等 

 志村小関係者（志村小通学区域にかかる町会から 1 名

ずつ） 

 志村四中関係者（志村四中通学区域にかかる支部から 1

名ずつ） 

 

４名 

３名 

 

ＰＴＡ 志村小、志村四中 各３名  

学校関係者 志村小ＣＳ委員、志村四中ＣＳ委員 各３名  

学校長 志村小、志村四中 各１名  

    
 

 

 

 

 

通学区域・通学路 作業部会  学校名・校歌・校章 作業部会  PTA 組織 作業部会 

●構成（委員数５名程度） 

構成 人数 

ＰＴＡ（志村小・志村四中） 各１~２名 

学校関係者（志村小・志村四中） 各１~２名 

学校長（志村小・志村四中） 各１名 
 

 ●構成（委員数５名程度） 

構成 人数 

ＰＴＡ（志村小・志村四中） 各１~２名 

学校関係者（志村小・志村四中） 各１~２名 

学校長（志村小・志村四中） 各１名 
 

 ●構成（委員数６名程度） 

構成 人数 

ＰＴＡ（志村小・志村四中） 各３名 

学校関係者（志村小・志村四中） 各１~２名 

学校長（志村小・志村四中） 各１名 
 

 
※ＰＴＡ及び学校関係者については、検討会の委員を増員した場合は、作業部会の委員も増員することが出来る。 
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別紙２：検討会資料６ 

志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の検討スケジュール 

 

年度 月 想定スケジュール 検討会 作業部会 

令和２ 1    

 2  2/4:検討会  

 3    

令和３ 4  下旬:検討会  

 5   作業部会 

 6  下旬:検討会  

 7   作業部会 

 8  上旬:検討会  

 9   作業部会 

 10  上旬:検討会  

 11   作業部会 

 12  中旬:検討会  

 1   作業部会 

 2  上旬:検討会  

 3   作業部会 

令和４ 4  下旬:検討会  

 5   作業部会 

 6  下旬:検討会  

 7   作業部会 

 8  上旬:検討会  

 9   作業部会 

 10  上旬:検討会  

 11   作業部会 

 12  中旬:検討会  

 1   作業部会 

 2  上旬:検討会  

 3   作業部会 

令和５ 4  下旬:検討会  

 5   作業部会 

 6  下旬:検討会  

 7   作業部会 

 8  上旬:検討会  

 9   作業部会 

 10  上旬:検討会  

 11    

 12  中旬:検討会  

 1    

 2  上旬:検討会  

 3    

令和６ 

～ 

令和８ 

 

   

※検討会は、2 カ月に１回を目安に開催し、作業部会は検討会との開催月をできる限りずらして開催する。 
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別紙３：検討会資料７ 

 

志村小学校移転後の現校地跡利用に関する報告事項 

 

１ 現志村小学校の敷地の権利関係 

 

表示 所有 面積（平地部分） 
 

地権者 4,212.69 ㎡ 

網掛け無し 板橋区 3,136.63 ㎡ 

 

 

２ 今後の借地の取扱い 

志村小学校用地の使用目的として借りている 4,212.69 ㎡の土地については、令和 2 年

12 月にいただいた地権者からの返還要望を受けて、区として借地返還について地権者との

調整を開始する。 

なお、志村小学校が現志村第四中学校の校地に建設する施設一体型の小中一貫型の学校

へ移転するまでは、現状のとおり借り続ける。 

借地返還の時期等については、新校舎での運営を開始した後、現志村小学校校舎内の物

品等の整理を行い、移転後翌年度内に原状回復のための既存校舎の解体を行ったうえで、

返還することを想定している。 

校 舎


